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１	 現状認識と問題点	

(1)	 はじめに	

	 日本に在留する外国人の数が右肩上がりに増え、

現在総人口の５分の１を占めるに至っている１）。

永住者の場合を除き、これまで彼らの大半が利用

するのは賃貸物件であったが、近年では外国人に

よる不動産の購入も増えた２）。政府もそれを支援

すべく様々な資料を公開・提供している３）。そこ

で本稿では、外国人による分譲マンション購入お

よび居住に関わる問題点を整理し、さらにマンシ

ョンの再生に活用する可能性を検討する。 
(2)	 外国人による不動産物件の購入	

	 日本は、外国人が不動産物件を比較的自由に購

入できる数少ない国のひとつである４）。外為法に

よる財務大臣への報告義務、居住地証明書類を用

意する煩雑さ、銀行ローン選択肢の少なさ、海外

在住者の場合は日本国内に納税代理人を立てる必

要などいくつかの条件はあるものの５）、投資家の

不動産購入を阻むほどの障壁ではない。これに比

べて諸外国では、外国人の不動産購入に対して

様々な制限があるのが通例である。さらに諸外国

の大都市に比べて日本の不動産は割安である。そ

のため、自国においても土地の所有が認められて

いない中国人を始めとする海外の投資家達が日本

の不動産に注目し、彼らの購入に積極的な対応を

する業者も増えた。こうして増大した非永住外国

人によるマンション購入の具体的な数については

不明であるが文１）、不動産業者の実感としては過

去１０年間の間に確実に伸びている２）。その一方

で、不動産市場の活性化と引き換えに、不在所有

者の増加による管理組合の崩壊、売り逃げによる

資産価値下落の懸念も指摘され始めている文２）。 

 
(3)	 宿泊施設の需要と民泊経営の可能性	

	 2015 年頃にピークを迎えた外国人による高額
マンションの「爆買い」は、価格の高騰と中国の

経済成長鈍化に伴い、現在は失速している。現在

ターゲットとされている不動産は観光客の激増を

見込んだ宿泊施設であるが、日本人投資家との競

争もあり容易ではない文５）。そこで今後増えると

予想されるのは、中古マンションを外国人が購入

し簡易宿泊所に転用する、あるいは区分建物を購

入して民泊を遠隔地から経営するビジネスである。 
(3)	 分譲マンション特有の問題点	

民泊の問題については既に多くの議論や報告が

なされているが、日本の習慣をよく知らない外国

人が遠隔地から経営するとなれば、宿泊客の管理

が行き届かないことが懸念される。実際に大阪市

では、外国人経営の物件を含む民泊で、訴訟に発

展する深刻な問題も既に起こっている６）。管理組

合が民泊差し止め等を要求せざるを得なくなった

場合にも、所有者が海外在住だったり居所不明だ

ったりする場合には解決が一層難しい。民泊では

ない通常の賃貸物件においても、ゴミ出し等のル

ールを理解してもらう難しさ、夜間まで続く騒音

といった問題が頻繁に聞かれる７）。通常の賃貸物

件であれば、大家が入居時に説明することもでき

るし、問題が起こった時には管理者として対処す

ることもできる。しかし分譲マンション、特に中

古物件の場合には、所有者が誰に売却するか、誰

に賃貸するかということに第三者は口出しができ

ないし、仲介業者の仕事も成約までである。こう

して言葉の通じない外国人が規約等の説明を受け

ずに入居し問題を起こした場合に、管理組合や管

理会社にできることは極めて限られている。 
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２	 準備と対応	

(1)	 管理組合としての対応（ソフト面）	

	 とはいえ外国人へのマンションの売却や賃貸を

制限するような規約は合理的根拠を欠き、国際条

約や憲法にも抵触するので無効である（８。来日直

後の外国人は日本のマナーや習慣に疎いかもしれ

ないが、特に若い世代の人々の環境適応は早く、

しかも国際化・情報化の中で各国の人々の生活習

慣は確実に画一化の方向へ向かっている（文３。入

居の契約前に管理規約等を十分に説明し納得して

もらうことで、大部分の問題は回避できるはずで

ある。その一助として国土交通省から外国語版標

準管理規約を始めとする各種説明資料が提供され

ているが、管理組合による努力も欠かせない。 
	 しかし日本人と共生する気など最初から持ち合

わせない純粋投資目的の所有者の場合はそうはい

かない。外国人に限らず、不在所有者が増えるこ

とは管理組合運営のためにも資産価値の安定のた

めにも望ましくない。それを未然に防ぐ間接的方

法として、不在所有者の管理費負担を上げること

と９）、修繕積立金を適正な範囲で段階的に上げて

借家経営上の利回りを抑える方法がある文４）。こ

れは区分所有者全体の公平な維持管理費用負担を

実現し、健全な長期修繕計画に資することにもな

る。それでもなお投資目的の不在所有者が増えて

合意形成に行き詰まる恐れがあれば、予め規約を

改正して長期不在者の議決権を一時凍結する旨の

条項を定めておくことも必要かもしれない（文２）。 
(2)	 建築における検討事項（ハード面）	

	 筆者らの留学生の住宅嗜好に関する調査では、

20 歳前後の若者達は外国の住環境に慣れるのが
早く、日本の若者には不人気な畳敷きの和室や和

式トイレも苦にしない、むしろ好む人もいるとい

う結果がでた文５）。また日本人のように浴槽に拘

る外国人は極めて少ないため、３点ユニットバス

程度の広さでも浴槽をシャワーブースに改造する

などすれば十分に受け入れられる。このような違

いを活かし、さらに日本特有の敷金礼金や保証人

といった慣習を撤廃することで、日本人には嫌厭

される古い物件を満室にした例もある 10)。外国人

との共生を念頭に高経年のマンションや団地を活

用する道は探せばまだまだあるのではないか。	  

３	 おわりに	

	 筆者の最近の多文化共生意向調査においては、

外国人と集住してみたいという日本人は意外に多

く、その理由も好奇心や知識欲といった前向きな

ものが多数を占めていた 11)。事前に適切な手順 12)

を踏むことで管理上の問題や衝突を回避すること

ができれば、外国人の入居によって得られるもの

は二重、三重にあるのかもしれない。 
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